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漠
代
の
學
間
の
加
本
的
な
性
格
は
士
人
階
級
の
存
在
と
無
闊
係

に
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
漢
の
武
帝
の
時
に
菫
仲
舒
の
賢
策

を
爾
接
の
動
機
と
し
て
、
偏
家
の
學
が
囀
家
咄
一
の
公
認
の
學
と

し
て
政
府
の
特
別
の
保
設
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
常

時
の
信
家
思
想
が
士
人
陪
級
に
好
都
合
の
主
張
を
持
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
―
つ
の
階
級
の
支
配
的
地
位
が
安
定
ず
れ
ば
、
日
己

の
支
配
を
正
賞
づ
け
る
理
論
か
必
要
と
な
る
。
こ
の
時
、
獨
り
似

家
の
學
が
此
の
要
求
に
應
じ
て
園
敦
と
し
て
の
待
遇
を
亨
受
し
得

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

孟

子

の

、

或
る
者
は
心
を
努
し
、
或
る
者
は
力
を
努
す
。
心
を
努
す
る
者

は
人
を
治
め
、
力
を
努
す
る
者
は
人
に
治
め
ら
る
。
人
に
治
め

ゃ
し
に

ら
る
る
者
は
人
を
食
い
、
人
を
治
め
る
者
は
人
に
食
わ
る
。
こ

れ
天
下
の
通
義
な
り
。

な
る
文
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
祉
會
上
の
主
張
を
仙
家
が
有
し
た

後

漢

の

常

錮

後

漢

の

鴬

錮

六

か
ら
で
あ
る
。
心
を
努
す
る
者
、
即
お
梢
帥
努
働
名
は
支
配
附
級

と
し
て
人
を
治
め
る
代
り
に
、
力
を
努
す
る
者
、
即
ち
肉
骸
芳
例

者
た
る
農
民
か
ら
衣
食
を
供
給
せ
ら
れ
て
よ
い
。
偏
家
の
立
場
に

お
い
て
は
、
支
配
階
級
は
そ
の
支
配
の
代
伯
と
し
て
何
等
生
産
に

闊
係
せ
ず
し
て
、
彼
支
配
階
級
に
椅
存
す
る
の
が
正
し
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
士
人
が
農
民
の
租
税
に
よ
っ
て
生
活
す
る
現

朕
を
そ
の
ま
ま
是
認
し
、
さ
ら
に
之
を
正
常
付
け
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
嘗
時
の
信
家
は
大
一
統
の
思
想
を
有
す
る
が
、
こ
れ
ば

常
時
漸
く
弧
大
化
し
つ
つ
あ
っ
た
君
主
椎
を
無
條
件
に
承
認
す
る

態
度
に
外
な
ら
ず
、
従
っ
て
君
主
を
中
心
と
す
る
士
人
階
級
へ
の

政
椛
の
節
励
を
間
接
に
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
に
と

っ
て
極
め
て
歓
迎
す
べ
き
思
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
似

家
は
封
建
制
度
を
支
持
す
る
の
で
、
そ
の
鰐
惰
的
基
礎
を
為
す
農

民
の
生
活
保
設
を
弧
調
す
る
が
、
漠
初
の
士
人
階
級
は
自
己
の
飩

惰
的
安
定
性
確
保
の
た
め
に
、
農
民
の
疲
病
を
喜
ば
な
い
。
彼
等

が
一
貫
し
て
抑
商
政
策
を
弧
行
す
る
の
は
、
農
民
に
封
す
る
商
人

肺

築

岡

昌

俊



後
淡
の
霞
~
錮

の
座
辿
を
菱
應
す
る
か
ら
て
あ
り
。
こ
の
黙
に
於
て
も
、
の

説
は
士
人
の
利
盆
を
保
悴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
家
の
學
が
瞑

家
公
認
の
學
に
指
定
せ
ら
れ
、
所
謂
博
士
官
を
立
て
て
、
そ
の
研

究
に
従
事
せ
し
め
た
理
由
は
此
に
在
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
来
、

儒
家
の
學
は
士
人
の
存
す
る
限
り
常
に
學
界
の
主
流
を
占
め
、
似

家
は
闘
家
の
殊
遇
を
披
り
得
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
此
ぱ
學

間
が
政
治
力
の
制
約
を
多
分
に
受
け
る
こ
と
を
甘
受
し
た
こ
と
に

な
る
。
學
間
が
飢
狸
探
究
を
目
的
と
す
る
よ
り
も
、
政
治
へ
の
婦

屈
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
は
、
質
に
此
の
時
に
始
ま
る
と
言
っ
て

よ
い
。
政
治
と
結
合
し
て
以
後
の
偏
家
の
學
は
、
所
謂
原
始
仙
家

と
は
そ
の
性
格
を
異
に
し
、
士
人
階
級
に
奉
仕
す
る
御
用
折
學
的

使
命
を
持
っ
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
隈
代
以
後
、
國
家
公
認
の
學
間
に
は
博
士
官
を
立
て
て

研
究
敦
授
せ
し
め
る
制
度
が
あ
っ
た
。
拇
士
の
敗
は
、
最
初
は
鰐

學
に
於
て
七
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
學
脈
の
分
裂
に
従
っ
て

増
置
せ
ら
れ
、
煎
末
に
於
て
ぱ
所
謂
十
四
拇
士
と
な
っ
た
。
凹
士

官
を
立
て
る
こ
と
は
、
即
ち
官
許
の
學
と
し
て
待
遇
す
る
具
閥
的

措
置
に
外
な
ら
な
い
の
で
、
學
者
は
利
緑
的
謡
味
に
於
て
も
之
を

希
望
す
る
こ
と
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
。
然
し
、
祈
た
に
一
學
派

と
し
て
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
鰐
に
釘
す
る
祈
し
い
解
繹
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
き
お
い
穿
翠
附
會
を

も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
に
な
る
。
陀
書
聾
文
志
に
、
の
學
間
を
す
る

た
だ
絆
書
の
本
文
を
賠
誦
し
て
認
味
を
玩
味
す
る
の
入
て

あ
っ
た
が
、
後
に
は
純
に
他
が
付
き
、
純
と
他
と
が
別
々
と
な
り
、

學
者
各
々
膀
手
の
解
を
な
し
、
多
く
間
い
て
疑
わ
し
き
を
閾
く
と

い
う
こ
と
が
な
く
、
務
め
て
細
か
い
音
心
味
の
穿
撃
を
や
り
、
こ
し

つ
け
て
難
間
に
う
ま
く
答
え
さ
え
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
、

と
あ
る
。
甚
だ
し
き
は
、
時
の
天
子
に
便
宜
な
文
字
を
鰐
に
以
入

す
る
こ
と
を
も
敢
え
て
し
て
、
其
の
歓
心
を
得
よ
う
と
す
る
場
合

も
有
る
。
崩
漢
の
秦
恭
が
尚
由
聾
典
篇
目
の
雨
字
を
説
く
の
に
十

餘
萬
言
、
「
日
若
桔
古
」
の
四
字
を
解
す
る
の
に
二
萬
言
を
用
い

た
と
い
う
の
は
箸
名
な
事
宜
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、

訓
ト
ロ
穿
羞
に
耽
る
の
で
な
け
れ
ば
有
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
蓋

し
士
人
階
級
に
哲
學
を
提
供
す
る
任
務
を
負
わ
さ
れ
た
飩
學
者
に

と
っ
て
は
、
続
の
解
秤
は
帥
し
つ
つ
穿
蓼
附
會
の
遊
戯
に
耽
る
こ

と
が
自
ら
自
己
榮
逹
の
途
と
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
班
固
が

「
一
純
の
説
、
百
萬
除
言
に
至
り
、
大
師
の
衆
千
除
人
に
至
る
、

盗
し
利
緑
の
路
然
れ
ば
な
り
」
（
偏
林
他
質
）
と
言
っ
た
の
は
、

常
時
の
學
界
の
宜
愉
を
よ
く
表
現
し
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
學
間
は
政
治
に
従
励
し
、
政
治
に
奉
仕
す
る
も
の

と
な
り
、
士
人
階
級
は
學
間
を
利
緑
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

し
か
も
、
そ
の
學
間
は
絶
釘
主
義
を
擬
設
す
る
も
の
な
る
ゆ
え
、
學

間
を
修
め
た
士
人
階
級
・
官
僚
は
自
己
の
立
場
を
守
ろ
う
と
す
る

た
め
に
、
外
戚
．
の
妨
害
者
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
の
で

ノ‘

四



あ
る
。

後

漢

の

錮

そ
れ
て
こ
こ
に
外
戚
・
宦
官
の
仙
況
を
及
、
さ
ら
に
官
條
・

僚
の
豫
備
軍
て
あ
る
太
學
生
を
考
空
し
、
宜
依
と
宦
官
と
の
衝
突

で
あ
る
窯
鋼
の
概
要
を
述
べ
、
常
銅
の
も
つ
邸
味
を
考
え
た
い
。

光
武
帝
・
明
帝
・
章
帝
と
紹
い
た
絶
罰
君
主
制
は
わ
ず
か

で
即
位
し
た
和
帝
の
頃
に
な
る
と
崩
れ
ぱ
じ
め
る
。
そ
の
後
、
た

折
す
る
天
子
が
多
く
、
そ
の
度
ご
と
に
親
族
か
ら
若
い
天
子
を
立

て
る
こ
と
に
な
る
と
、
外
戚
の
勢
力
が
培
す
こ
と
と
な
る
。
若
い

天
子
が
成
長
し
、
君
主
の
絶
男
性
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
と
側
近

の
宦
官
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
子
が
死
ん
だ
と
ぎ

も
、
宦
官
が
外
戚
を
倒
し
て
祈
し
い
天
子
を
立
て
る
。
こ
の
よ
う

に
宦
官
が
外
戚
に
か
わ
っ
て
政
椛
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
後
嘆
の

統
治
形
態
は
こ
の
過
程
の
く
り
か
え
し
で
あ
る
。

和
帝
が
即
位
す
る
と
生
母
の
賓
太
后
が
掘
政
し
、
兄
の
賓
慮
が

呵
奴
を
破
っ
て
大
将
軍
と
な
り
、
大
い
に
樅
勢
を
會
っ
た
。
こ
れ

を
倒
そ
う
と
し
た
和
帝
は
宦
官
郷
衆
と
謀
り
出
地
を
殺
し
、
密
慮
の

一
族
を
一
掃
し
た
。
こ
こ
に
宦
官
が
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
鄭
衆
は
こ
の
功
に
よ
り
大
長
秋
と
左
り
、

つ
い
で
郡
郷
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

安
帝
が
立
つ
と
皇
后
部
氏
の
兄
部
間
が
政
樅
を
と
る
。

六
五

放
を
好
み
、
多
く
の
名
士
を
拙
平
し
て
部
氏
の
支
扱
と
し
て
政
樅

の
安
定
を
闊
る
が
、
太
后
が
死
ね
と
宦
官
は
失
怠
の
下
級
官
僚
と

中
流
以
下
の
豪
族
と
結
ん
で
部
氏
を
倒
し
た
。
利
苫
打
算
だ
げ
の

椛
力
政
治
へ
移
る
の
で
あ
る
。
尋

安
帝
が
死
ん
で
乳
尻
の
少
帝
が
つ
ぎ
、
閻
太
后
が
羅
政
と
な
り

閻
顕
が
政
椛
を
握
り
宦
官
を
黙
氾
し
た
が
、
敗
ヶ
月
で
少
帝
が
殺

さ
れ
、
宦
官
孫
程
が
外
戚
を
倒
し
て
順
帝
を
立
つ
。
孫
程
等
十
九

人
は
帝
を
立
て
、
ま
た
閻
顕
を
誅
し
た
功
に
よ
り
侯
に
封
ぜ
ら
れ

こ。f
 つ
い
で
桓
帝
が
即
位
す
る
と
梁
太
后
が
翫
政
し
、
外
戚
の

が
代
表
と
な
っ
て
、
二
十
年
以
上
棄
氏
の
専
制
が
紹
く
。
一
門
か

ら
前
後
七
人
の
諸
侯
、
一
二
人
の
皇
后
、
六
人
の
買
人
、
二
人
の
大

将
軍
、
卿
、
将
、
叩
な
ど
五
十
七
人
を
出
し
た
。
梁
氏
の
真
横
が

目
に
除
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
倒
そ
う
と
し
た
桓
帝
は
、
伯
後
左
右

桑
氏
の
天
下
で
相
談
相
手
が
な
い
の
で
、
宦
官
限
趙
ら
と
謀
り
こ

れ
な
亡
ぼ
し
た
。
そ
の
時
宦
官
が
一
度
に
五
人
、
侯
に
封
ぜ
ら

れ
、
そ
れ
ら
が
中
常
侍
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
宦
官
ら
と
こ
れ
に
と

り
い
る
官
吏
は
中
央
官
界
だ
け
で
な
く
、
地
方
官
ま
で
を
獨
占
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
人
民
か
ら
税
を
し
ば
り
あ
げ
財
源
を
く
い

つ
く
し
て
、
私
用
に
あ
て
た
の
で
、
「
田
野
空
し
く
、
朝
廷
空
し

く
、
倉
庫
空
し
」
（
袖
箭
伸
）
と
い
A

は
瓶
態
在
現
出
し
た
。
こ
の

よ
う
に
宦
官
の
勢
は
盆
々
盛
ん
と
な
り
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
弊
も



後

漢

の

意

錮

立
す
る
も
の
で
あ
る
。

官
僚
勢
力
は
順
帝
の
時
、
外
戚
梁
氏
の
養
成
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
卯
ち
順
帝
初
年
、
虜
士
奨
英
・
楊
厚
・
黄
珀
を
官
に
任

し
、
太
學
を
修
起
し
、
つ
い
で
李
固
を
攀
げ
、
周
卑
・
朱
穆
を
用

い
、
杜
喬
、
張
綱
等
八
使
を
分
泄
し
州
郡
を
検
寮
せ
し
め
た
の
て

あ
る
。
ま
に
、
左
雄
の
怠
見
を
用
い
、
九
卿
推
朴
の
間
を
除
き
、

官
依
の
地
位
を
高
か
ら
し
め
た
。
質
帝
の
時
に
は
郡
圏
に
命
じ
続

學
に
通
ず
る
省
を
選
平
せ
し
め
、
に
め
に
太
學
生
は
三
萬
人
を
越

し
、
大
将
軍
以
下
六
百
石
に
至
る
も
の
、
悉
く
子
弟
を
し
て
太
學

に
詣
り
試
せ
し
め
、
業
を
受
け
洲
歳
に
し
て
課
試
し
、
高
第
五
人

を
郎
に
補
し
、
次
の
第
五
人
を
太
子
舎
人
に
補
し
た
。
帥
ち
、
太

學
生
は
た
だ
豪
族
地
主
の
子
弟
て
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
官
依
の
笠

備
軍
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
順
帝
陽
嘉
二
年
、
李
固
は
劉
策
の
中
で
、

以
来
、
三
百
餘
年
、
賢
聖
相
撒
ぎ
、
十
有
八

「
質
に
叫
訳
興

に
阿
乳
の
恩

激
し
く
な
っ
て
く
る
。
か
く
て
桓
帝
の
死
後
ま
で
宦
官
の
政
椛
が

つ
づ
く
が
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
名
儒
李
贋
、
陳
蕃
を
お
し
た
て
、
太

學
生
の
反
抗
連
動
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
如
く
、
外
戚
の
櫂
力
が
盛
ん
と
な
り
、
そ
れ
を
防

ぐ
た
め
に
宦
官
を
用
い
、
そ
の
為
め
に
宦
官
の
害
を
束
し
た
の
で

あ
る
が
、
一
方
、
官
像
勢
力
は
ど
の
よ
う
な
俯
況
に
あ
っ
た
か
。

官
原
は
絶
釘
主
義
政
櫂
の
擁
護
者
で
あ
り
、
外
戚
．
宦
官
に

無
か
ら
ん
や
。
盟
に
貴
岡
の
寵
を
忘
れ
ん
や
。
然
れ
ど
も
上
、
天

威
を
畏
れ
、
俯
し
て
純
典
を
案
ず
る
に
、
義
の
不
可
な
る
を
知

る
。
故
に
封
ぜ
ず
。
今
宋
阿
母
（
宋
蛾
）
大
功
勤
謹
の
徳
有
り
、

た
だ
賞
賜
を
加
う
れ
ば
、
以
て
其
の
努
苦
左
酬
ゆ
る
に
足
る
。
土

を
烈
き
國
を
開
く
に
至
り
て
は
、
質
に
佑
典
に
乖
く
。
」
（
李
囚
付
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
乳
母
を
指
し
て
い
る
が
、
そ
の
怠
ぱ

宦
官
に
あ
る
。
李
固
は
大
臣
の
子
（
父
ぱ
故
の
司
徒
李
部
）
で
敦
朴

に
泉
げ
ら
れ
、
豪
族
地
主
階
級
の
官
僚
群
の
利
盆
を
代
表
す
る
も

の
で
あ
る
。
彼
は
天
意
・
続
典
・
祖
宗
の
尊
厳
よ
り
、
乳
母
の
封

万
は
不
適
貨
で
あ
り
、
政
敦
を
壊
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
同
一

年
に
、
李
固
は
ま
た
、
宦
官
が
政
を
乱
す
と
い
う
の
で
、
外
戚
梁

商
こ
奏
起
し
て
「
敗
年
以
来
よ
り
、
実
怪
し
ば
し
ば
見
わ
る
。
こ

の
ご
ろ
雨
潤
無
く
、
沈
陰
信
決
す
。
宮
省
の
内
、
ま
さ
に
陰
謀
有

る
べ
し
」
と
説
く
が
、
こ
れ
す
べ
て
に
胴
す
る
攻
撃
で
あ

る。
桓
帝
が
立
ち
、
太
后
が
刺
に
臨
み
、
梁
裳
が
政
を
輔
け
た
時
、

大
賠
軍
襟
朱
穆
は
、
今
年
の
夏
、
月
が
房
星
に
か
さ
さ
し
た
の

で
、
明
年
に
は
小
厄
が
あ
る
だ
ろ
う
、
宜
し
く
姦
臣
の
天
下
の
怨

毒
と
な
る
者
を
誅
し
、
災
咎
を
睾
ぐ
べ
き
だ
と
説
き
、
ま
た
、
宦

官
を
攻
撃
す
る
こ
と
最
も
激
し
か
っ
た
李
雲
は
、
梁
霙
が
誅
せ
ら

れ
、
宦
官
箪
超
等
五
人
が
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
朝
政
を
専
摘
し
た

時
、
緯
書
を
引
き
説
い
て
い
う
に
は
、
「
梁
炭
惟
を
持
し

六
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後

漢

の

窯

錮

し
、
虐
、
に
流
す
と
雖
も
、
今
罪
を
以
て
誅
を
行
な
わ
る
。

な
お
家
臣
を
召
し
て
之
を
偉
殺
す
る
が
ご
と
き
の
入
。
而
し
て
猥

り
に
謀
臣
を
萬
戸
以
上
に
封
ず
。
…
…
孔
子
日
く
、
帝
は
諦
な

り
。
今
、
官
位
錯
乱
し
、
小
人
畠
進
し
、
財
貨
公
行
し
、
政
化
曰

に
捐
し
、
尺
一
拝
用
、
御
省
を
紐
す
。
是
れ
帝
、
諦
な
ら
ざ
ら
ん

と
欲
す
る
か
。
」
と
。
李
雲
は
此
に
よ
り
罪
せ
ら
れ
、
陳
蕃
が
上

疏
し
て
雲
を
救
わ
ん
と
し
た
け
れ
ど
も
、
か
な
わ
ず
、
雲
は
試
中

に
死
し
、
蕃
は
官
を
免
ぜ
ら
れ
て
故
郷
に
蹄
っ
た
の
で
あ
る
。

雨
後
、
太
學
生
ぱ
し
ば
し
ば
上
占
し
、
宦
官
を
攻
評
し
、
時
政

を
磯
議
し
、
公
闘
を
品
殷
し
、
執
政
を
裁
熾
し
、
大
い
に
所
謂
洞

議
の
力
鼈
を
股
揮
し
た
の
で
あ
る
。
桓
帝
ぶ
摯
帝
の
頃
に
な
る

と
、
外
戚
賓
武
の
庇
設
の
下
、
宦
官
に
封
抗
し
、
こ
れ
よ
り
宦
官

の
反
撃
を
受
け
、
常
鋼
の
禍
と
為
り
、
終
に
宦
官
に
破
れ
る
の
で

あ
る
。官

僚
の
こ
の
動
き
と
と
も
に
、
官
似
の
豫
備
軍
の
太
學
生
は
ま

た
激
し
く
宦
官
を
憎
悪
し
て
い
る
。

桓
帝
永
煎
元
年
よ
り
延
荻
二
年
に
至
る
十
年
間
に
太
學
生
の
上

書
は
一
二
次
に
わ
た
り
、
第
一
次
は
上
苫
し
て
朱
穆
の
低
罪
を
訟

え
、
第
二
次
の
上
書
は
大
錢
を
鰭
す
る
を
議
し
、
第
一
二
次
は
皇
甫

規
の
斜
罪
を
訟
う
。
第
二
次
以
外
の
雨
次
は
ず
べ
て
男
し

六
士コ

て
い
る
。
一
次
の
皇
甫
規
の
際
に
は
、
諮
公
及
び
大
學
生
張
鳳

ら
三
百
除
人
が
役
所
に
行
き
、
賃
罪
を
訟
え
て
い
る
。
こ
の
規
模

は
小
さ
い
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
出
来
た
の
は
、

豪
族
地
主
隋
級
の
惰
在
勢
力
が
非
常
に
弧
大
で
あ
っ
た
こ
と
に
因

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
太
學
生
は
後
漢
書
儒
林
他
の
序
こ
よ
る
と
一
二
萬
除
生

と
あ
る
が
、
こ
の
三
萬
除
の
太
學
生
は
天
下
の
各
慮
よ
り
京
師
に

や
っ
て
来
た
も
の
で
あ
り
，
太
學
滸
士
、
ク
京
師
浙
士
、
五
伽

學
＇
と
稲
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
郡
國
學
の
學
生
、

私
人
梢
舎
の
學
生
が
あ
る
。
而
し
て
各
地
の
純
師
、
私
人
講
學
、

注
箱
の
學
生
は
常
に
敷
百
敷
千
人
か
ら
萬
人
の
衆
き
に
及
ぶ
。

応
血
林
列
他
中
に
例
設
少
な
か
ら
ず
あ
り
）

各
地
の
私
人
放
授
は
、
自
ら
精
舎
を
立
て
、
或
い
は
精
厭
と
稲

し
、
遠
方
束
學
の
士
を
招
致
す
。
語
鸞
の
人
は
千
里
を
遠
し
と
せ

ず
し
て
笈
を
負
い
師
を
尋
ね
る
の
で
あ
る
。
こ
の
俯
緊
を
儒
林
列

他
の
論
の
中
で
、
「
光
武
中
年
よ
り
以
後
、
干
父
や
や
賎
ま
り
、

専
ら
続
學
を
事
と
す
。
是
れ
よ
り
其
の
風
、
世
に
篤
し
。
其
の
信

衣
を
服
し
、
先
王
左
稲
し
、
哨
序
に
遊
び
、
横
塾
に
漿
ま
る
苫
、

蓋
し
之
を
邦
域
に
布
く
な
り
。
乃
ら
鰹
生
虞
る
所
、
萬
里
の
路
を

遠
し
と
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。
精
底
暫
く
建
，
ら
、
扇
柑
や
や
も
す
れ

ば
千
百
有
り
。
其
の
苔
名
高
義
に
し
て
、
門
を
開
き
徒
を
受
く
る

闊
、
編
牒
萬
人
左
下
ら
ず
。
皆
専
ら
相
他
祖
し
、
訛
雑
あ
る
な



後

淡

の

煎

錮

し
。
王
庭
に
分
争
し
朋
を
私
里
に
樹
つ
る
有
る
に
至
り
、
其
の
章

條
を
繁
に
し
、
穿
ち
て
崖
穴
を
求
め
、
以
て
一
家
の
説
に
合
す
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

太
學
、
私
人
精
舎
中
に
あ
っ
て
は
、
學
生
は
師
長
に
尉
し
、
恭

敬
に
し
て
約
を
粛
く
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
純
師
の
家
法
に
胃

し
て
は
、
篤
く
守
り
、
違
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
所
謂

「
専
相
他
祖
、
買
或
訛
雑
」
で
あ
る
。
更
に
師
の
歿
後
に
在
っ
て

は
、
學
生
は
常
に
三
年
の
喪
に
服
す
る
の
で
あ
る
。
遠
く
の
學
生

は
千
里
の
外
よ
り
来
赴
す
る
の
で
あ
る
。

後
漢
の
名
公
鉗
卿
、
宿
儒
大
豪
に
も
し
喪
市
が
有
れ
ば
葬
に
杜

く
者
は
常
に
敷
千
人
、
多
き
は
敷
萬
人
に
至
る
。
か
れ
ら
は
辿
＜

四
方
よ
り
束
る
。
門
生
故
吏
は
そ
の
先
師
を
弔
し
、
其
の
祝
主
を

弔
し
、
同
似
同
學
は
其
の
故
友
を
弔
し
、
そ
の
知
己
を
弔
す
。
陣

筵
が
死
ん
だ
と
き
、
悔
内
の
赴
く
省
は
一
二
萬
除
人
。
郭
泰
が
卒
ず

る
や
、
四
方
の
士
末
り
て
會
葬
す
。
こ
の
こ
と
は
常
時
の
名
仙
を

重
ん
ず
る
の
風
に
よ
る
の
で
あ
る
。

太
學
、
郡
駁
學
、
私
人
精
舎
中
に
在
っ
て
、
學
生
の
自
由
交
祈

は
己
に
常
同
伐
異
の
泊
流
を
形
成
し
、
太
學
生
の
敷
が
培
し
て
か

ら
は
、
交
浙
活
動
は
倫
理
的
色
彩
を
持
っ
て
く
る
。
察
也
の
正
交

論
の
初
め
に
「
君
子
は
朋
友
を
以
て
講
習
し
、
正
人
に
淫
朋
有
る

無
し
」
と
説
き
、
「
仲
尼
の
正
教
、
汎
＜
衆
を
愛
し
て
仁
に
親
し

む
。
故
に
非
ざ
れ
ば
喜
ば
ず
、
仁
に
非
ざ
れ
ば
親
し
ま
ず
、

交
滸
方
を
以
て
し
、
會
友
文
を
以
て
し
、
其
の
正
を
搾
ん
で
其
の

邪
を
咄
く
」
と
説
く
。

裳
時
の
太
學
生
の
領
袖
は
郭
泰
・
買
彪
．
符
融
等
で
あ
る
。
郭

泰
．
符
融
は
、
田
盛
・
許
肋
と
と
も
に
ク
人
倫
を
品
痘
す
る
＇
を

以
て
有
名
で
あ
る
。
郭
泰
が
李
謄
に
識
抜
さ
れ
た
の
は
、
符
融
の

紹
介
に
よ
る
。
後
朔
冑
符
融
他
に
「
郭
林
宗
始
め
て
京
師
に
入

る
。
時
人
識
る
な
し
。
融
一
た
び
見
て
嵯
服
し
、
因
り
て
以
て
李

府
に
介
す
。
是
れ
よ
り
名
を
知
ら
る
」
と
あ
る
。
謝
承
書
に
よ
る

と
、
「
融
、
林
宗
を
見
、
使
ち
之
と
交
わ
る
。
又
、
胸
に
紹
介
し
、

以
て
洵
の
明
珠
は
未
だ
そ
の
光
を
耀
か
さ
ず
、
鳥
の
凰
凰
、
利
儀

未
だ
翔
せ
す
と
為
す
。
府
、
林
宗
と
相
見
て
、
待
す
る
に
師
友

の
記
を
以
て
し
、
迄
に
名
を
天
下
に
振
わ
す
は
融
の
致
な
り
」
と

記
し
、
後
嘆
書
邪
泰
他
に
「
泰
、
洛
間
に
滸
び
、
始
め
て
河
南
甲

卒
附
に
見
ゆ
。
府
大
い
に
之
を
奇
と
し
、
遂
に
相
友
善
し
、
是
に

お
い
て
名
、
京
師
に
震
う
。
后
、
郷
里
に
蹄
る
。
衣
冠
諮
似
送
り

て
河
上
に
至
る
。
車
、
敷
千
雨
。
林
宗
、
唯
、
李
府
と
同
舟
し
て

消
り
へ
衆
賓
之
を
望
み
、
以
て
紳
仙
と
為
す
」
と
。
符
融
は
た
だ

柏
極
的
に
郭
泰
、
仇
覧
を
識
抜
し
た
だ
け
で
な
く
、
泊
極
的
に
は

冒
濫
虚
名
の
人
を
指
斥
す
。
晉
文
純
、
黄
子
文
を
斥
け
た
が
如
き

是
で
あ
る
。
ま
た
、
；
人
倫
を
品
嗜
ず
る
、
人
物
と
し
て
は
郭
泰

が
有
名
で
あ
る
。
謝
承
書
に
「
泰
の
名
、
つ
く
る
所
、
人
品
乃
ち
定

ま
る
。
先
に
言
い
悛
に
瞼
あ
り
。
衆
皆
之
に
服
す
。
故
に
陳
憎
に

六
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ゆ
け
は
符
偉
明
（
融
）
を
友
と
し
、
に
滸
べ
ば
仇
季
紳
（
覧
）

を
帥
に
し
、
陳
國
に
ゆ
け
ば
則
ち
魏
徳
公
（
昭
）
に
親
し
み
、
汝

南
に
入
れ
ば
則
ち
黄
叔
度
（
慮
）
に
交
わ
る
。
初
め
泰
始
め
て
南

州
に
至
り
、
哀
奉
高
（
閲
）
を
過
ぎ
れ
ば
宿
せ
ず
し
て
去
り
、
叔

度
に
従
い
累
日
去
ら
ず
。
或
ひ
と
以
て
泰
に
間
う
。
泰
曰
く
、
奉

高
の
器
、
之
を
認
濫
に
讐
う
れ
ば
、
泊
な
り
と
雖
も
把
り
易
し
。

叔
度
の
器
、
江
狂
と
し
て
千
頃
の
波
の
如
し
。
之
を
澄
ま
せ
ど
も

油
か
ら
ず
、
之
を
投
せ
ど
も
濁
ら
ず
、
批
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り

と
。
已
に
し
て
果
し
て
然
り
。
泰
是
を
以
て
名
天
下
に
間
こ
ゆ
」

と
あ
り
、
後
漠
書
郭
泰
他
に
よ
る
と
、
泰
は
「
士
人
を
奨
抜
し
、

皆
、
囮
る
所
の
如
し
。
…
後
の
好
事
、
或
い
は
附
盆
玲
張
す
。
故

に
華
僻
不
紐
多
く
、
又
、
卜
相
の
内
に
類
す
」
と
。

京
師
の
太
學
生
と
、
郡
國
學
生
と
の
間
に
は
辿
繋
か
あ
る
。
郭

泰
は
郡
國
を
周
滸
し
、
到
る
虞
、
士
類
を
奨
抜
し
、
李
府
は
牢
脩

に
諫
告
さ
れ
、
そ
の
上
書
の
中
に
、
太
學
滸
士
を
蓑
い
、
諸
郡
生

徒
を
交
結
し
、
更
ミ
相
馳
瞬
し
、
共
に
部
窯
を
為
し
、
朝
延
を
誹

訓
し
、
風
俗
を
疑
胤
す
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

李
贈
は
、
黛
銅
中
、
官
僚
と
し
て
重
要
人
物
で
あ
り
、
ま
た
太

學
生
と
密
接
な
闘
係
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
郭
泰
は
李
府
の
奨
抜

し
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
天
下
の
人
の
尊
崇
を

受
け
、
天
下
の
宗
師
と
な
っ
た
。
後
漠
書
李
府
他
に

是
の
時
朝
廷
日
に
胤
れ
、
網
紀
頻
他
す
。
府
獨
り
風
裁
を
持

後

淡

の

憲

錮
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其
の
容
接
せ
ら
る
る

し
・
綿
名
を
以
て
自
ら
高
し
と
す
。
士
、

省
有
れ
ば
、
名
、
つ
け
て
登
龍
門
と
為
す
。

荀
夷
噛
て
就
き
て
府
に
晶
し
、
因
り
て
其
の
御
と
為
る
。
既
に

還
り
、
喜
び
て
日
く
、
今
日
乃
ち
に
御
た
る
を
得
た
り

゜
とこ
の
よ
う
に
李
府
は
郭
泰
に
比
べ
、
更
に
の
附
象
で
あ

り
、
一
人
の
買
公
子
で
あ
り
、
ま
た
大
官
條
で
あ
り
、
官
僚
の
豫

価
軍
の
年
少
の
太
學
生
の
崇
敬
の
的
で
あ
っ
た
。

思
う
に
李
府
の
祖
父
脩
は
安
帝
の
時
、
太
尉
で
あ
り
、
父
、
盆

は
趙
胃
の
相
で
あ
る
。
彼
が
設
公
子
で
あ
っ
た
所
以
で
あ
る
。
初

め
、
孝
廉
に
摯
げ
ら
れ
、
司
徒
胡
廣
の
辟
す
る
所
と
為
り
、
高
弟

に
殴
げ
ら
れ
、
再
び
青
州
刺
史
に
遷
る
。
復
た
徴
さ
れ
、
再
び
礁

陽
太
守
に
遷
り
、
蜀
郡
太
守
に
轄
ず
。
さ
ら
に
設
烏
桓
校
尉
に
轄

ず
。
公
事
も
て
官
を
免
ぜ
ら
れ
、
復
た
徴
さ
れ
、
度
遼
賄
軍
と
為

る
。
延
成
二
年
、
徴
さ
れ
、
百
び
河
南
甲
に
遷
る
。
後
、
司
隷
校

尉
を
拝
す
。

rp
摯
帝
初
年
、
長
繁
少
府
と
為
る
。
そ
の
官
歴
は
こ
の

よ
う
に
賞
時
の
大
官
僚
で
あ
る
。
性
、
筒
九
、
交
接
す
る
所
無

く
、
た
だ
同
郡
の
荀
淑
、
陳
窟
を
師
友
と
為
す
。
設
烏
桓
校
尉
と

な
っ
た
時
、
公
事
を
以
て
官
を
免
ぜ
ら
れ
、
ま
た
綸
氏
に
居
り
、

敦
授
す
る
こ
と
常
に
千
人
。
黛
禍
の
起
る
や
、
免
ぜ
ら
れ
て
郷
里

に
蹄
り
、
陽
城
山
中
に
居
り
、
天
下
の
士
大
夫
皆
そ
の
道
を
高
尚
と

し
、
朝
延
を
汗
懺
と
す
。
因
り
て
営
時
目
せ
ら
れ
，
八
俊
チ
の
一



後

洗

の

應

銅

と
烏
る
。
ぃ
叫
袴
列
他
の
論
の
中
に
李
府
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

李
府
、
汗
除
の
中
に
振
抜
し
、
義
を
編
し
風
を
生
じ
、
以
て
流

俗
を
妓
動
す
。
素
行
を
激
し
以
て
威
樅
を
脱
じ
し
め
、
廉
尚
を

立
て
以
て
費
執
を
振
わ
す
。
天
下
の
士
を
し
て
桁
迅
感
概
し
、

波
蕩
に
し
て
之
に
従
い
、
深
牢
を
幽
に
し
室
族
を
破
り
て
顧
み

さ
ら
し
む
。
子
、
そ
の
死
に
伏
す
る
に
至
り
、
母
、
其
の
義
を

歓
ぶ
。
牡
な
る
か
な
。

こ
の
評
は
李
府
が
反
宦
官
の
官
原
中
に
あ
っ
て
の
地
位
と
働
き

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
然
し
て
官
僚
群
中
に
あ
っ
て
地
位
は
闊

く
、
ま
た
陳
蕃
と
劉
淑
を
推
す
。
陳
蕃
、
曾
て
三
公
の
首
席
で
あ

る
太
尉
に
弦
り
、
後
ま
た
太
拇
と
な
る
。
劉
淑
は
宗
室
の
賢
に
し

て
尚
書
と
な
り
、
再
ひ
侍
中
、
虎
貰
中
郎
将
に
遷
る
。
す
べ
て
大

官
原
で
あ
る
。
窯
錮
列
他
に
太
學
中
の
語
を
引
き
、

天
下
の
校
楷
は
李
元
轄
、
弧
懇
を
畏
れ
ざ
る
は
陳
仲
象

と
。
李
元
鯰
は
記
ハ
俊
チ
の
首
で
あ
り
、
陳
蕃
、
劉
淑
は
，
／
三

君
ク
の
二
で
あ
る
。

陳
蕃
は
喪
后
を
立
つ
る
の
闘
係
を
以
て
、
外
戚
賓
武
と
密
切
な

闊
係
か
あ
る
。
即
ち
、
初
め
桓
帝
が
幸
す
る
と
こ
ろ
の
田
費
人
を

立
て
て
皇
后
と
し
よ
う
と
し
た
。
が
、
蕃
は
、
田
氏
が
卑
微
で
あ

っ
て
、
寅
族
が
良
家
な
の
で
之
に
大
い
に
反
劉
し
た
。
帝
は
そ
こ

で
已
む
を
得
ず
、
賓
后
を
立
て
た
。
よ
っ
て
后
が
朝
に
臨
む
と
、

蕃
を
委
用
し
た
。
蕃
は
后
の
父
、
大
将
軍
聟
武
と
同
心
協
力
、
名

賢
を
徴
用
し
、
共
に
政
ボ
，

の
出
身
は
本
他
に
よ
る
と

賓
武
、
字
は
浙
平
、
扶
風
平
陵
の
人
、
安
豊
戴
俣
融
の
玄
孫
な

り
。
父
の
奉
は
定
襄
太
守
。
武
、
少
に
し
て
続
行
を
以
て
著
梱

せ
ら
れ
、
常
に
大
澤
中
に
放
授
し
、
時
事
に
交
わ
ら
す
、
名
、

闊
西
に
顕
わ
る
。

延
舷
八
年
、
長
女
選
は
れ
て
腋
庭
に
入
る
。
桓
術
以
て
貴
人
と

為
し
、
武
を
郎
中
に
秤
す
。
そ
の
冬
、
貴
人
立
お
て
皇
后
と
為

る
。
武
、
越
騎
校
尉
に
遷
り
、
愧
里
侯
、
五
千
戸
に
封
ぜ
ら

る
。
明
年
冬
、
城
門
校
尉
を
拝
す
。
…
…
布
崩
じ
、
嗣
無
し
。

武
、
侍
御
史
河
間
劉
＾
~
を
召
し
、
そ
の
訟
中
、
王
子
侯
の
賢
者

に
参
間
し
、
戸
を
解
泊
亭
侯
宏
と
稲
す
。
武
入
り
て
太
后
に
白

し
、
遂
に
徴
し
、
之
を
立
て
、
是
を
霙
帝
と
葛
す
。
武
を
拝
し

て
大
賄
軍
と
為
し
常
に
禁
中
に
居
ら
し
む
。

寅
武
の
榮
顕
の
路
は
、
東
漢
後
期
の
外
戚
の
辿
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
。
か
れ
は
「
在
位
多
く
名
士
を
辟
し
、
洞
身
に
し
て
悪

を
疾
み
、
轄
賂
通
ぜ
ず
、
妻
子
の
衣
食
は
裁
か
に
充
足
す
る
の

み
。
こ
の
時
、
先
聾
危
難
、
歳
他
に
民
飢
う
。
武
、
雨
宮
賞
賜
を

得
、
悉
く
太
學
諸
生
に
散
輿
し
、
及
び
肴
粕
を
路
に
載
せ
、
貧
民

に
匂
施
す
」
。
こ
の
因
縁
に
よ
り
、
か
れ
は
太
學
生
の
擁
設
を
得
、

遂
に
三
君
の
首
領
と
成
っ
た
。

以
上
、
反
宦
官
の
豪
族
官
條
集
間
の
共
に
部
常
、

或
い
は
宗
慾

た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

七
〇



を
為
し
た
陣
容
を
み
た
。
こ
れ
、
窯
銅
の
背
景
を
為
す
も
の
で
あ

り
、
こ
こ
に
熊
銅
が
起
る
の
で
あ
る
。

窯
銅
列
他
に

桓
飯
の
間
に
至
り
、
主
荒
に
、
政
綜
り
、
駁
命
、
に
委
ね

ら
れ
、
士
子
輿
に
伍
と
為
る
を
羞
づ
。
故
に
匹
夫
抗
偵
し
、
虜

士
横
議
し
、
遂
に
乃
ち
名
舵
を
激
揚
し
、
互
に
相
題
彿
し
、
公

馴
を
品
哀
し
、
執
政
を
裁
量
す
。
梓
直
の
風
、
斯
に
行
な
わ

る
。
夫
れ
上
好
め
ば
則
ち
下
必
ず
甚
だ
し
。
柾
を
矯
む
、
故
に

直
必
ず
過
ぐ
、
其
の
理
然
る
な
り
。
升
氾
沿
、
張
倹
の
徒
、
泊
心

に
し
て
悪
を
忌
み
、
終
に
阻
る
が
如
き
、
そ
れ
然
ら
ず

゜

;
＼
 

と
あ
る
。
帥
ち
、

罰
の
政
治
が
宦
官
に
委
ね
ら
れ
、
士
人
は
か
れ

ら
と
仲
間
に
な
る
の
を
恥
じ
る
。
従
っ
て
、
匹
夫
は
伯
り
の
性
を

あ
げ
、
嵐
士
は
ほ
し
い
ま
ま
に
論
議
し
、
や
が
て
仲
間
の
者
の
名

磐
を
あ
お
り
立
て
、
互
い
に
形
容
品
題
し
、
公
卿
を
品
定
め
し
、

宰
相
を
あ
げ
つ
ら
う
に
至
る
の
で
あ
る
。

窯
議
の
開
端
は
、
最
も
早
く
豪
族
地
主
の
甘
陵
の
附
北
部
の
議

に
代
表
さ
れ
る
。
一
一
家
の
賓
客
走
卒
、
相
互
に
攻
撃
し
、
以
後
は

汝

南

南

腸

の

苑

窯

と

為

り

、

雨

郡

地

方

勢

力

の

端
緒
と
な
っ
た
。

四

後

漢

の

熊

錮

の

七

初
め
、
桓
帝
、
謡
吾
侯
た
り
。
學
を
甘
陵
の
周
幅
に
受
く
。
帝

位
に
即
く
に
及
ひ
、
幅
を
擢
ん
で
尚
雷
と
為
す
。
時
に
同
郡
の

河
南
引
房
植
、
嘗
朝
に
名
有
り
。
郷
人
、
之
が
謡
を
為
り
て
曰

＜
 
天
下
の
規
矩
は
房
伯
武
、
師
た
る
に
囚
り
印
を
獲
し
は
周
仲
進

二
家
の
賓
客
、
互
い
に
相
諷
拙
し
、
遂
に
各
々
朋
徒
を
樹
て
、

漸
く
尤
隙
を
成
す
。
是
れ
よ
り
甘
陵
に
南
北
部
有
り
。
常
人
の

議
、
此
れ
よ
り
始
ま
る
。

桓
帝
が
未
だ
諸
侯
で
あ
っ
た
時
に
學
ん
だ
師
の
周
幅
が
、
桓
帝

の
帥
位
す
る
に
及
ん
で
擢
ん
て
ら
れ
て
官
に
就
く
。
時
に
周
扁
と

同
郡
の
人
な
る
房
植
が
有
名
て
あ
っ
た
が
、
そ
の
地
力
の
者
は
周

贔
か
擢
ん
で
ら
れ
た
の
で
、
房
植
を
褒
め
て
周
輻
を
磯
り
、
こ
の

雨
者
の
門
下
生
が
互
い
に
張
合
っ
た
の
で
あ
る
。

甘
陵
南
北
部
の
常
人
の
義
は
こ
の
よ
う
に
取
舎
相
反
し
、
公
論

を
以
て
自
己
を
標
榜
し
て
い
る
。
常
時
の
各
種
豪
族
集
囮
は
す
べ

て
賓
客
を
有
し
て
い
た
の
で
、
従
っ
て
そ
こ
に
は
公
論
が
有
っ

た
。
こ
の
種
の
資
客
は
門
生
故
吏
の
流
で
あ
り
、
此
の
公
論
に
よ

っ
て
土
地
の
名
望
を
表
わ
し
て
い
る
。
豪
門
批
家
の
雨
家
の
賓
客

は
、
互
い
に
相
磯
揺
し
て
甘
陵
南
北
部
慾
人
の
議
を
構
成
し
た
の

て
あ
る
。

窯
人
に
つ
い
て
は
ザ
氾
袴
他
に
「
（
汝
南
）
太
守
宗
資
先
に
其
の
名

を
聞
き
、
請
い
て
功
曹
に
署
し
、
政
事
を
委
任
す
。
職
に
在



後

瑾

の

應

銅

り
、
に
し
て
悪
を
疾
む
。
其
の
行
、
孝
悌
に
辿
い
、
に

軌
せ
ざ
る
者
有
れ
ば
、
皆
帰
迩
斥
忍
し
、
輿
に
朝
を
共
に
せ
ず
。

異
節
を
顕
附
し
、
幽
防
を
抽
抜
す
。
…
…
郡
中
中
人
以
下
、
怨
を

蹄
せ
ざ
る
な
し
。
乃
ち
沿
の
用
う
る
所
を
指
し
て
苑
常
と
為
す
。
」

と
あ
る
。

か
く
て
、
は
轄
じ
て
太
學
に
到
り
、
太
學
中
の
輿
論
を
激

動
し
た
。
太
學
生
の
領
袖
郭
泰
、
買
彪
と
大
官
條
の
階
蕃
・
李
贋

・
王
暢
ら
は
深
く
相
結
訥
し
、
互
い
に
相
標
榜
し
、
ま
た
、
外
戚

賓
武
に
た
よ
り
、
謡
言
は
更
に
盛
ん
と
な
っ
た
。
か
れ
ら
の
公
卿

に
尉
す
る
貶
議
品
題
は
、
力
を
持
ち
、
多
く
の
官
似
を
し
て
自
ら
｀

安
ん
ぜ
ざ
ら
し
め
た
。

此
れ
よ
り
流
言
、
太
學
に
轄
大
す
。
諸
生
三
廊
除
人
、
郭
林

宗
、
買
偉
節
、
そ
の
冠
為
り
。
並
び
に
李
府
・
陳
蕃
・
王
暢
と

更
々
相
褒
重
す
。
學
中
の
語
に
曰
く
、

天
下
の
模
楷
は
李
元
化
、
弧
禦
を
畏
れ
ざ
る
は
陣
仲
附
、
天
下

の
俊
秀
は
王
叔
茂

又
、
渤
悔
の
公
族
進
階
、
扶
風
の
魏
齊
卿
、
並
び
に
危
言
探
論

し
て
、
豪
弧
に
慇
さ
ず
。
公
卿
よ
り
以
下
、
其
の
貶
議
を
畏

れ
、
靡
辰
し
て
門
に
到
ら
ざ
る
な
し
。

窯
人
は
宦
官
に
劉
し
、
猛
烈
な
功
撃
を
展
開
し
た
。
李
府
か
匝

官
張
誤
の
弟
張
期
を
案
殺
し
、
杜
密
が
太
山
太
守
と
為
り
、
9

臣
官

子
弟
の
令
長
で
あ
り
奸
悪
有
る
者
を
抽
え
て
案
じ
、
賂
を

中
宜
に
っ
て
の
富
買
を
得
た
張
汎
（
富
叶
）
を
誅
し
た
等

の
如
き
皆
足
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
宦
官
を
恐
但
さ
せ
た
。

李
府
他
に
載
す
，
此
れ
よ
り
諸
黄
門
常
侍
皆
鞠
射
昇
氣
、
休
沐
に

も
敢
て
ま
た
宮
省
を
出
て
ず
。
帝
怪
し
み
て
其
の
故
を
間
う
。
並

ひ
に
叩
頭
し
て
泣
き
て
曰
く
、
李
校
尉
を
畏
る
と
。
、
豪
族
地
主

階
級
の
攻
撃
の
下
に
あ
っ
て
、
つ
い
に
皇
帝
を
し
て
任
し
み
て
そ

の
故
を
間
わ
し
め
る
程
、
甚
だ
大
な
る
脅
威
を
感
し
さ
せ
た
。

か
く
て
第
一
次
の
窯
銅
は
張
成
の
巾
件
に
よ
っ
て
起
っ
た
。
桓

帝
延
戎
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。

時
に
河
内
の
張
成
、
善
く
風
角
を
説
く
。
占
を
批
せ
ば
赦
に
堂

る
。
遂
に
子
を
し
て
人
を
殺
さ
し
む
。
李
附
、
河
附
引
為
り
、

督
促
し
て
収
捕
せ
し
む
。
紙
に
宥
に
迂
ひ
て
免
か
る
る
を
獲
た

り
。
府
、
愈
慎
疾
を
似
き
、
見
に
之
を
案
殺
す
。
初
め
、
成
、

方
伎
を
以
て
宦
官
と
交
通
し
、
布
も
亦
頗
る
其
の
占
を
諄
う
。

成
の
弟
子
牢
脩
囚
り
て
上
書
し
て
「
府
等
太
學
滸
士
を
養
い
、

語
郡
の
生
徒
と
交
結
し
、
更
々
相
瞬
馳
し
、
共
に
部
慾
を
為
し
、

刺
延
を
誹
訓
し
、
風
俗
を
疑
乱
す
」
と
謡
告
す
。
是
に
於
て
天

子
店
怒
し
、
郡
累
に
班
下
し
、
慾
人
を
逮
抽
す
。
天
下
に
布
告

し
、
分
心
疾
を
同
し
く
せ
し
む
。
遂
に
府
等
を
牧
執
す
。
其
の
僻

の
連
な
る
所
、
陳
窟
の
徒
二

0
0餘
人
に
及
ぶ
。
或
い
は
逃
遁

し
て
獲
ざ
る
有
れ
ば
、
皆
、
金
を
懸
け
て
購
募
す
。
使
者
四
出

し
、
道
に
相
堂
む
。
明
年
、
尚
土
兄
贔
叩
、
城
門
校
尉
賓
武
、
並

七



後
漢
の

湖

ひ
に
表
し
て
請
を
烏
し
、
帝
の
認
梢
ミ
解
け
、
乃
ち
皆
赦
さ
れ

て
田
里
に
蹄
り
禁
銅
終
身
。
而
る
に
慾
人
の
名
、
な
お
王
府
に

こ
の
よ
う
に
豪
族
、
官
條
と
宦
官
と
の
闘
争
は
表
面
化
し
、
宦

官
が
勝
利
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
桓
帝
死
し
、
成
帝
が
即
位

し
、
大
脆
軍
鉗
武
が
政
を
輔
け
、
太
他
陳
蕃
と
宦
官
を
誅
せ
ん
こ

と
を
謀
る
が
逆
に
殺
さ
れ
る
。
そ
し
て
建
寧
二
年
、
叡
官
曹
印
、

侯
覧
は
張
倹
の
事
を
借
り
、
第
二
次
の
熊
錮
が
お
こ
る
。

又
、
張
依
の
郷
人
朱
並
、
中
常
侍
侯
覧
の
臨
旨
を
承
望
し
、
上

畠
し
て
「
倹
、
同
郷
二
十
四
人
と
別
に
相
署
披
し
、
共
に
部
黛

を
為
り
、
祉
稜
を
危
く
せ
ん
こ
と
を
図
る
。
…
…
石
に
刻
人
て

罪
を
立
て
共
に
部
態
を
為
し
、
倹
、
之
が
魁
と
為
る
。
」
と
告

す
。
蕊
帝
詔
し
て
刊
章
し
て
倹
等
を
抽
う
。
大
長
秋
曹
仰
此
れ

に
因
り
有
司
に
諷
し
て
奏
し
て
訓
の
熊
の
故
の
司
空
炭
放
、
太

僕
杜
密
、
長
架
少
府
李
贋
、
司
隷
校
尉
朱
寓
、
穎
川
太
守
巴

蘭
油
相
荀
翌
、
河
内
太
守
魏
朗
、
山
陽
太
守
冨
超
、
任
城
柑

劉
伽
、
太
尉
緑
造
冴
等
百
除
人
を
抽
う
。
皆
獄
中
に
死
す
。
餘

ば
或
い
は
先
に
歿
し
て
及
は
ず
。
或
い
は
亡
命
し
て
免
か
る
る

を
股
た
り
。
此
れ
よ
り
諸
の
怨
隙
を
為
す
者
、
因
り
て
相
陥
杏

し
、
靡
眺
の
分
心
‘
濫
り
に
慾
中
に
入
る
。
又
、
州
郡
旨
・
を
承

け
、
或
い
は
未
だ
嘗
て
交
闊
せ
ざ
る
有
る
も
、
亦
禍
毒
に
躙

る
。
其
の
死
徒
酸
禁
さ
る
者
六
七
百
人
。

七；

注
①
前
懃
の
枇
會
に
は
虞
上
と
い
わ
れ
る
者
は
稀
て
あ
る
か
、
後
渉

こ
れ
が
第
二
次
の
徹
銅
で
あ
る
。

第
二
次
熊
銅
よ
り
十
六
年
、
中
平
元
年
に
到
り
、
黄
巾
の
胤
が

こ。
ふー

起
っこ
の
十
六
年
の
中
、
二
度
の
大
巻
い
被
瀾
が
あ
っ
た
。
一
っ

は
、
歳
平
元
年
、
寅
大
后
崩
じ
、
朱
雀
関
に
雷
す
る
人
が
あ
っ

て
、
言
う
に
は
「
天
下
大
い
に
乱
れ
、
曹
節
・
王
甫
、
太
后
を
幽
殺

し
、
常
侍
侯
壺
多
く
常
人
を
殺
し
、
公
卿
皆
斤
緑
に
し
て
忠
言
有

る
者
無
し
」
と
。
こ
こ
で
司
隷
校
尉
段
頴
に
詔
し
て
四
出
し
て
逐

抽
し
、
太
學
滸
士
に
ま
で
及
び
、
繋
が
る
者
が
千
除
人
あ
っ
た
。

も
う
―
つ
は
、
汽
平
五
年
、
永
昌
太
守
曹
鷺
が
上
書
し
て
常
人
の

貨
罪
を
訟
え
た
。
帝
は
怒
っ
て
翌
を
殺
し
、
又
、
州
郡
に
詔
し
て

更
に
慾
人
、
門
生
故
吏
、
父
子
兄
弟
を
し
ら
べ
た
。
そ
の
位
に
在

る
者
は
免
官
禁
銅
し
、
五
励
に
ま
で
及
ん
だ
。

光
和
二
年
に
到
り
、
帝
は
和
悔
の
言
を
用
い
、
常
鋼
、
従
祖
よ

り
以
下
、
皆
解
き
放
た
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

つ
い
で
中
平
元
年
、
黄
巾
の
賊
が
起
り
、
中
常
侍
呂
強
が
、

「
熊
銅
久
し
く
柏
み
、
人
術
怨
み
多
し
。
若
し
久
し
く
赦
宥
せ
ざ

れ
ば
、
軽
々
し
く
張
角
と
諜
を
合
せ
ん
、
髪
を
為
す
こ
と
滋
大
に

し
て
之
を
栂
ゆ
る
も
救
う
こ
と
無
け
ん
」
と
奏
請
す
る
に
至
り
、

帝
は
そ
の
言
を
憚
れ
、
熊
人
を
赦
し
、
誅
徒
の
者
は
皆
故
郡
に
節

し
、
慾
銅
は
落
着
し
た
の
で
あ
る
。
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後

洗

の

邸

錮

の
胤
會
で
は
腐
士
と
呼
ば
れ
る
者
が
す
こ
ぶ
る
多
い
'
虜
上
と

は
、
仰
家
的
學
間
と
儒
家
的
飼
行
を
併
せ
も
ち
、
そ
し
て
在
野
無

行
の
も
の
が
郷
應
の
稲
賛
を
得
て
は
じ
め
て
虞
士
た
る
の
名
を
占
Ju

ち
得
る
の
て
あ
る
。

②
淡
代
に
お
い
て
、
宜
吏
が
禁
鋼
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
打
史

た
る
身
分
を
糾
奪
さ
れ
て
、
庶
人
の
身
分
に
お
と
さ
れ
る
こ
と
て

あ
る
。

淡
代
は
天
子
を
中
心
と
す
る
官
僚
支
配
の
機
構
が
叫
會
の
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
互
っ
て
確
立
し
、
絶
厨
主
義
が
勢
力
を
占
め
、
仙
家

思
想
も
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
先
秦
の
自
由
な
立
場
を
失
っ
て
所
謂

純
學
の
形
に
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

學
問
思
想
の
絶
到
主
義
化
と
い
う
こ
の
傾
向
は
、
雨
朔
を
辿
し

て
一
貫
し
た
現
象
で
あ
る
が
、
後
梗
は
一
屈
甚
だ
し
い
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
前
漠
に
あ
っ
て
は
伽
家
の
學
が
闊
敦
と
し
て
獨
唸

的
地
位
に
置
か
れ
た
反
酎
給
付
と
し
て
、
漠
の
國
家
の
紳
聖
と
新

し
い
支
配
階
級
の
存
在
を
正
常
づ
け
る
理
論
を
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
絶
劉
主
義
と
一
致
し
、
若
し
く
は
相

補
う
が
如
き
考
え
方
か
、
學
間
、
思
想
の
根
底
を
支
配
し
た
の
で

あ
っ
て
、
之
が
人
々
の
質
践
に
ま
で
滲
透
し
て
そ
の
行
為
の
一
般

的
規
範
と
為
る
程
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
後
淡
の
時
代
は
此
の
閥

に
於
て
訓
漠
よ
り
徹
底
し
た
現
象
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
直
接
の
厭

囚
は
、
餃
狡
の
光
武
帝
が
名
節
を
奨
励
し
た
こ
と
に
あ
る
が
、
一

般
的
理
由
と
し
て
は
、
絶
尉
主
義
的
學
間
思
想
の
晋
及
が
考
え
ら

れ
る
。
後
漢
に
於
て
は
紐
學
は
今
文
古
文
と
稲
す
る
が
如
き
學
振

的
尉
立
差
異
を
超
越
し
て
人
の
行
為
の
規
範
と
な
る
ま
で
に
、
そ

の
椛
威
を
高
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

熊
錮
は
桓
成
の
世
に
起
っ
た
れ
件
で
、
賞
時
政
府
の
伽
機
に
あ

ず
か
っ
て
い
た
宦
官
が
、
自
己
を
誹
謡
す
る
一
詳
の
名
節
の
士
を

逮
抽
し
た
政
治
ボ
件
で
あ
る
が
、
宜
際
的
に
ぱ
飩
學
が
宜
践
の
一

般
的
規
範
と
ま
で
為
っ
た
こ
と
と
闊
連
す
る
一
個
の
川
會
間
題
で

あ
っ
た
。
後
沿
山
の
著
者
丑
氾
嘩
が
此
の
事
を
咀
祝
し
、
特
に
常
期

他
を
立
て
て
そ
の
顧
末
を
記
録
し
た
り
も
此
の
た
め
て
あ
る
。
此

の
事
件
が
箪
な
る
政
界
に
お
け
る
党
争
で
な
く
、
思
想
的
背
鼠
を

豊
富
に
有
す
る
と
さ
れ
る
の
は
、
賞
時
慾
人
の
領
袖
と
し
て
厳
し

＜
宦
官
の
卯
劾
を
行
な
っ
た
祁
林
宗
、
陳
蕃
、
李
府
ら
の
支
持
勢

力
が
宜
に
三
萬
除
人
の
太
學
生
に
在
り
、
所
謂
慮
じ
枇
謡
、
政
治

批
判
の
中
心
が
學
府
に
在
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
。
熊
鋼
の
厄
に
遭
っ

た
此
等
名
伽
の
士
は
続
學
的
立
楊
か
ら
正
し
い
絶
釘
主
義
を
飽
く

ま
で
槻
設
せ
ん
と
し
た
た
め
に
、
そ
の
妨
害
者
と
入
な
さ
れ
る
宦

官
を
排
斥
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
巾
件
と
闘
述
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
油
議
や
郷
熊
の
人
物

批
評
な
ど
が
―
つ
の
叫
會
的
傾
向
と
し
て
共
通
の
謡
義
を
有
す
る

に
至
っ
た
現
象
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
常
行
認
の
規
範
と

七
四



考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

魏
の
時
に
行
な
わ
れ
た
九
品
中
正
の
法
と
い
う
甘
吏
任
用
令

は
、
後
漢
末
以
来
の
こ
の
新
し
い
風
潮
に
順
應
す
る
目
的
を
以
て

剖
設
さ
れ
た
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
油
議
や
郷
里
の
評
似
が
い
か

に
祉
會
的
樅
威
と
し
て
承
認
さ
れ
た
か
が
わ
か
る
。
こ
れ
等
は
す

べ
て
絶
到
主
義
的
學
問
思
想
が
理
論
の
世
界
を
律
す
る
の
み
で
な

く
、
知
識
人
の
日
常
生
活
を
も
深
く
規
律
す
る
に
至
っ
た
た
め
に

生
し
た
現
象
と
い
っ
て
よ
い
。
後
液
の
露
帝
の
時
、
天
下
の
名
土

を
三
君
八
俊
八
顧
八
及
八
厨
の
五
級
に
分
け
て
評
似
す
る
こ
と
が

行
な
わ
れ
た
の
は
此
の
一
代
の
空
氣
を
よ
く
表
明
し
て
い
る
。
中

國
史
を
通
じ
て
偏
家
の
學
が
樅
威
を
認
め
ら
れ
た
時
期
は
決
し
て

少
く
は
な
い
が
、
後
漢
時
代
ほ
ど
廣
汎
か
つ
深
刻
に
人
心
を
左
右

し
た
こ
と
は
他
に
類
を
み
な
い
。

し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
時
代
に
在
っ
て
も
、
な
お
す
べ
て
の

束
紡
の
外
に
獨
立
し
て
自
由
な
立
場
を
と
り
、
純
學
的
世
界
観

や
、
そ
の
他
の
い
か
な
る
思
想
に
酎
し
て
も
批
判
の
椛
利
を
持
つ

學
者
が
絶
無
で
は
な
か
っ
た
。
典
型
的
な
紐
學
時
代
は
そ
れ
自
盟

の
中
に
既
に
自
已
否
定
の
契
機
を
包
蔵
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

鄭
玄
の
如
き
學
者
が
出
て
、
文
獣
、
學
派
、
思
想
の
三
方
面
に
お

い
て
整
理
作
用
を
行
な
っ
た
こ
と
は
、
後
淡
の
紐
學
の
頂
貼
を
示

す
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
既
に
何
等
か
の
韓
捩
が
哨
し
つ
つ

有
っ
た
こ
と
の
、
一
っ
の
有
力
な
現
わ
れ
と
見
ら
れ
る
。
か
く
て

後

漢

の

黙

鋼

七
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こ
こ
に
慾
人
振
の
限
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。




